
13 確定申告の受け付けが始まります2022.１月号

※平日は市役所での受け付けは行っていません。
※アーニスの開店は通常10時からです。開店時間前に店内に入ることはできません。

場所 月日 時間
１月20日㈭～３月15日㈫

（土・日曜日、祝日を除く）
10時～12時、13時15分～16時
（３月15日㈫は10時～12時）アーニス２階

２月27日㈰ ９時～11時30分、13時～15時30分市役所１階６番窓口
２月24日㈭・25日㈮ ９時～11時30分

13時～16時
鷲別公民館

２月28日㈪・３月１日㈫婦人センター
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▶問い合わせ　税務グループ（☎851155）、室蘭税務署（☎㉒4151）

▼登別市内の受付場所・月日・時間

※確定申告会場の混雑緩和のため、入場には『入場整理券』（会場で当日配付もしくは国税庁
ＬＩＮＥ公式アカウントで事前発行）が必要となります。

場所 月日 時間
２月16日㈬～３月15日㈫

（土・日曜日、祝日を除く）
室蘭税務署

（室蘭地方合同庁舎２階）

▼室蘭税務署の受付場所・月日・時間

対象 必要なもの

共通

社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除

▼申告に必要なもの

所得税・復興特別所得税の確定申告、
市・道民税申告の受け付けが始まります
所得税・復興特別所得税の確定申告、
市・道民税申告の受け付けが始まります

期間中は混雑が予想され
ます。スムーズな受付の
ため、あらかじめ必要書
類の確認をお願いします。

・令和３年中の収入金額を証明する書類（『給与所得の源泉徴収票』
や『公的年金等の源泉徴収票』など）

・マイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類
・申告者名義の預貯金口座がわかるもの（還付金が発生する方のみ）
・健康保険、任意継続、国民年金、介護保険などの領収書や証明書

障害者控除 ・障害者手帳など
配偶者（特別）控除 ・配偶者の収入がわかるもの

医療費控除

・医療費控除の明細書
①医療費通知（医療費のお知らせ）をもとに作成する場合
　→通知書を忘れずにお持ちください。
②医療費の領収書をもとに作成する場合
　→受診者、病院や薬局ごとにまとめて記入してください。

申告時に領収書の添付・提示は不要です。
なお、税務署から提示・提出を求められることがありますので、
５年間保管してください。

※明細書を作成していない場合は申告を受け付けられません。
　必ず事前に作成してからお越しください。

※市で確定申告を受け付ける場合は、確定申告書に受付印を押印することができませんので、
受付印が必要な方は室蘭税務署に確定申告書を提出してください。

※青色申告や譲渡所得（株や土地・建物）など市で受け付けできない場合があります。
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・各保険料控除証明書
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９時～16時（混雑状況により、後日の
来場をお願いすることもあります）


